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一
票
が

　
　
つ
く
る
未
来
　

　
　
　
　
明
る
い
奈
良
を

 

今
回
の
選
挙
に
用
い
る
選
挙
人

名
簿
は
、
平
成
27
年
４
月
２
日
現

在
の
名
簿
で
す
。

◇
年
齢

　

平
成
７
年
４
月
13
日
以
前
に
生

　

ま
れ
た
人

◇
住
所

　

平
成
27
年
１
月
２
日
ま
で
に
天

　

理
市
に
住
民
票
が
作
成
さ
れ
た

　

人
ま
た
は
転
入
届
を
し
、
引
き

　

続
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

　

れ
て
い
る
人

◇
市
内
転
居
し
た
人

　

平
成
27
年
３
月
14
日
以
降
に
市

　

内
で
住
所
を
移
し
た
人
は
、
前

　

の
住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
す

　

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◇
県
内
で
住
所
を
移
し
た
人

　

平
成
27
年
１
月
３
日
以
降
、
奈

　

良
県
内
の
市
町
村
間
で
住
所
を

　

異
動
（
１
回
の
異
動
に
限
ら
れ

　

ま
す
。
）
さ
れ
た
人
は
、
前
住

　

所
地
で
投
票
を
行
う
こ
と
に
な

　

り
ま
す
。
た
だ
し
、
前
住
所
地

　

で
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

　

い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
そ
の
際
は
市
町
村
の
市

　
　

　

民
課（
ま
た
は
住
民
課
）が
交
付

　

す
る
居
住
証
明
書
類
を
提
示
し

　

な
け
れ
ば
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
投
票
日
ま
で
に

　

市
民
課（
ま
た
は
住
民
課
）に
申

　

し
出
て
居
住
証
明
書
類
の
交
付

　

を
受
け
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
期
日
前
投
票
及
び
不
在

　

者
投
票
を
行
う
際
に
も
居
住
証

　

明
書
類
の
提
示
が
必
要
で
す
。

　

※
詳
し
く
は
、
選
挙
管
理
委
員

　

 

会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
県
外
転
出
し
た
人

　

県
外
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き

　

ま
せ
ん
。

　

投
票
日
に
仕
事
、
旅
行
、
用
務

な
ど
で
投
票
所
へ
行
け
な
い
人
、

そ
の
ほ
か
法
で
定
め
ら
れ
た
事
由

に
該
当
す
る
人
は
、
期
日
前
投
票

ま
た
は
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

１
　
期
日
前
投
票
所
で
の
期
日
前

　
投
票

　
　

期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と
が

　

で
き
る
期
間
な
ど
は
、
つ
ぎ
の

　

と
お
り
で
す
。期
日
前
投
票
を

　　

す
る
際
に
は
、
選
挙
通
知
書（
裏

　

面
記
入
の
上
）
を
持
参
し
て
手

　

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
選
挙

　

通
知
書
が
届
い
て
い
な
い
場
合

　

で
も
、
期
日
前
投
票
所
で
そ
の

　

旨
を
申
し
出
て
い
た
だ
く
と
、

　

投
票
で
き
ま
す
）。

◇
期
間

・
奈
良
県
知
事
選
挙

　

３
月
27
日
（
金
）
か
ら
４
月
11

　

日
（
土
）
ま
で

・
奈
良
県
議
会
議
員
選
挙

　

４
月
４
日
（
土
）
か
ら
４
月
11

　

日
（
土
）
ま
で

◇
時
間　

い
ず
れ
も
午
前
８
時
30

　

分
か
ら
午
後
８
時
ま
で

◇
場
所　

市
役
所
１
階　

１
３
１

　

会
議
室
（
東
玄
関
横
）

２
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
で

　
の
不
在
者
投
票

　
　

選
挙
期
日
（
４
月
12
日
）
に

　

は
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
と
な

　

る
が
、
選
挙
期
日
前
に
投
票
を

　

行
お
う
と
す
る
日
に
は
い
ま
だ

　

選
挙
権
を
有
し
な
い
人
（
例
え

　

ば
、
選
挙
期
日
に
は
20
歳
を
迎

　

え
る
が
、
選
挙
期
日
前
に
は
い

　

ま
だ
19
歳
で
あ
り
選
挙
権
を
有

　

し
な
い
人
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、

　

期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と
は
で

　

き
ま
せ
ん
が
、
選
挙
管
理
委
員

　

会
事
務
局
（
市
役
所
４
階
）
に

　

設
置
す
る
不
在
者
投
票
記
載
所

　　

で
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す
。

３
　
他
の
市
町
村
で
の
不
在
者
投

　
票

　
　

出
張
、
旅
行
な
ど
で
投
票
日

　

ま
で
他
の
市
町
村
に
滞
在
す
る

　

場
合
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
へ

　

投
票
用
紙
を
請
求
し
、
滞
在
地

　

の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

　

で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

※
不
在
者
投
票
用
紙
等
交
付
請

　
　

求
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

　
　

す
。
【
天
理
市
→
「
電
子
行

　
　

政
サ
ー
ビ
ス
」
の
「
申
請
書

　
　

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」
→
選
挙
管

　
　

理
委
員
会
事
務
局
「
不
在
者

　
　

投
票
用
紙
等
交
付
請
求
書
」

　
　

へ
】

４
　
不
在
者
投
票
指
定
施
設
で
の

　
投
票

　
　

病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
で
、

　

不
在
者
投
票
施
設
と
し
て
指
定

　

さ
れ
た
施
設
に
入
院
・
入
所
し

　

て
い
る
人
は
、
そ
の
施
設
で
不

　

在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

５
　
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
　

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る

　

人
（
法
令
に
定
め
る
一
定
の
障

　

害
の
程
度
に
あ
る
人
に
限
る
）

　

は
、
自
宅
な
ど
で
郵
便
等
に
よ

　

る
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す
。
こ
の
制
度
を
利
用

投票時間は午前７時から午後８時まで

投
票
で
き
る
人

４月12日（日）は

奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙です

　県知事選挙の告示は３月26日（木）、県議会議員選挙の告
示は４月３日（金）です。投票日は、いずれも４月12日です。
　奈良県の発展のため、棄権することなくよく考えて投票し
ましょう。

　
期
日
前
投
票
・

　
　
不
在
者
投
票
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投 票 区 と 投 票 所

川原城町

石上町、田部町

三島町、豊田町

小路町、中町、南六条町

田井庄町、富堂町（三宅）

九条町、備前町、吉田町

福知堂町、永原町、長柄町

柳本町、渋谷町

檜垣町、遠田町、海知町、武蔵町

蔵之庄町、森本町

中之庄町、和爾町、　町の一部

福住町

山田町

長滝町

庵治町（庵治団地・青垣）

別所町

丹波市町、田町

西長柄町

投   票   所 町　　　　　　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

川 原 城 会 館

祝 徳 公 民 館

三 島 公 会 堂

東 部 公 民 館

苣原町公民館

前 栽 公 民 館

南六条町公民館

社会福祉協議会

井戸堂小学校

横 広 公 民 館

上 ノ 庄 会 館

嘉 幡 児 童 館

朝 和 公 民 館

長柄町公民館

朝 和 小 学 校

柳 本 公 民 館

式 上 公 民 館

櫟 本 小 学 校

櫟 本 公 民 館

中 央 集 会 所

蔵之庄町公民館

和爾町天奈会館

福 住 公 民 館

山 田 公 民 館

長滝町公民館

山の辺小学校

丹波市公民館

西長柄町公民館

前 栽 会 館

男 女 共 同
参 画 プ ラ ザ

庵 治 町 青 垣
コミュニティセンター

守目堂町、勾田町、御経野町、
杣之内町（木堂方を除く）

滝本町、内馬場町、布留町、豊井
町、岩屋町、杣之内町（木堂方）
藤井町、上仁興町、下仁興町、
苣原町
前栽町（近鉄線より南）、杉本町（鶴
ヶ丘を除く）、平等坊町、富堂町（三
宅を除く）、岩室町

東井戸堂町、西井戸堂町、合場町、
小島町

二階堂南菅田町・二階堂北菅田町・
二階堂上ノ庄町、荒蒔町、稲葉町
庵治町（庵治団地・青垣を除く）、
嘉幡町
佐保庄町、三昧田町、兵庫町、
竹之内町、乙木町、園原町

新泉町、岸田町、中山町、
成願寺町、萱生町

櫟本町（市場・高品南部・高品東
部・膳史・シャープ）
櫟本町［高品北部・瓦釜・南小路・
四之坪（天理団地・櫟本市営住宅を
除く）］、　町の一部

櫟本町（天理団地・櫟本市営住宅・
ゆうタウン櫟本・櫟本スカイタウン）

前栽町（近鉄線より北）、杉本町
（鶴ヶ丘）、指柳町、上総町、
喜殿町、小田中町

◆問い合わせ　天理市選挙管理委員会（市役所４階／内線454）へ

投票区

開
　
　
　
　
　
票

点
字
投
票
と

　
　
　
代
理
投
票

選
挙
通
知
書

投
　
票
　
時
　
間
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す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
郵

　

便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を

　

受
け
、
投
票
日
の
４
日
前
（
４

　

月
８
日
（
水
）
）
ま
で
に
投
票

　

用
紙
な
ど
を
請
求
し
な
け
れ
ば

　

な
り
ま
せ
ん
。

　
　

な
お
、
自
ら
投
票
の
記
載
を

　

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
（
法

　

令
で
定
め
る
一
定
の
障
害
の
程

　

度
に
あ
る
人
に
限
る
）
は
、
あ

　

ら
か
じ
め
選
挙
管
理
委
員
会
に

　

届
け
出
た
人
（
選
挙
権
を
有
す

　

る
人
に
限
る
）
に
、
投
票
に
関

　

す
る
代
理
記
載
を
し
て
も
ら
う

　

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

※
詳
し
く
は
、
選
挙
管
理
委
員

　

 

会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

目
が
不
自
由
な
人
は
、
点
字
を

用
い
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
身
体
が
不
自
由
で
あ

る
な
ど
の
事
由
に
よ
り
自
ら
投
票

用
紙
に
候
補
者
名
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
人
は
、
第
三
者
の

立
ち
会
い
の
も
と
代
理
人
が
選
挙

人
に
代
わ
っ
て
記
載
し
ま
す
。　

　

点
字
投
票
・
代
理
投
票
を
希
望

さ
れ
る
人
は
、
投
票
所
で
そ
の
旨

を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

奈
良
県
知
事
選
挙
と
奈
良
県
議

会
議
員
選
挙
を
１
枚
に
ま
と
め
た

選
挙
通
知
書
を
４
月
３
日
に
発
送

す
る
予
定
で
す
。
こ
の
選
挙
通
知

書
は
投
票
所
な
ど
を
お
知
ら
せ
す

る
一
方
、
投
票
所
の
事
務
を
円
滑

に
行
う
た
め
の
も
の
で
、
投
票
の

際
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

　

も
し
、
選
挙
通
知
書
が
届
か
な

か
っ
た
り
、
紛
失
し
た
場
合
ま
た

は
、
投
票
所
へ
持
参
す
る
の
を
忘

れ
た
場
合
は
、
投
票
所
で
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で
き
ま
す
。

※
選
挙
通
知
書
が
届
い
た
後
に
選

　

挙
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
人
や
、

　

本
人
以
外
の
人
は
、
投
票
が
で

　

き
な
い
だ
け
で
な
く
、
使
用
す

　

る
と
法
律
に
よ
り
処
罰
さ
れ
ま

　

す
。

　

投
票
時
間
は
午
前
７
時
か
ら
午

後
８
時
ま
で
で
す
。

◇
日
時　

４
月
12
日
（
日
）
午
後

　

９
時
10
分
か
ら

◇
場
所　

丹
波
市
小
学
校
体
育
館

※
参
観
人
が
多
数
で
、
会
場
内
の

　

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、

　

先
着
順
で
入
場
制
限
を
し
ま
す
。

　

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。







　
①
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ 

②
Ｈ
．
Ｓ
．
グ
ラ
ン
パ
ス

③
天
理
教
校

③
保
安
室

 

①
村
島
涼
介 

②
大
谷
直
人 

③
木
原
大
空 

③
美
並
満
信 

 

①
会
田
誠
也 

②
古
賀
寛
輝 

③
村
上
亮
太 

③
篠
﨑
陽
希 

①
松
井
大
河 

②
山
﨑
翔
太 

③
大
國
航
輝 

③
古
川
貴
哉 

①
田
中
優
羽 

②
安
川
胡
桃 

③
中
野
果
穂 

③
吉
岡
亜
衣 

①
伊
藤
千
紗 

②
神
田
理
子 

③
長
瀬
成
実 

①
大
東
風
生 

②
水
口
明
香 

③
榊
原
あ
き 

③
岡
本
珠
希 

①
天
理
中
学
校
Ｂ 

②
西
中
学
校
Ａ 

③
天
理
中
学
校
Ａ 

③
南
中
学
校
Ａ 

①
天
理
中
学
校 

②
福
住
中
学
校
Ａ 

③
福
住
中
学
校
Ｂ 

③
西
中
学
校
Ａ 

①
福
岡
喜
一 

②
近
山
周
亮 

①
岡
澤
輝
明 

②
小
杉
昌
也 

①
天
理
高
等
学
校
Ａ 

②
天
理
高
等
学
校
Ｂ 

①
安
永
孝
之 

②
北　

雅
至 

③
猪
浦　

久 

③
古
木
俊
信 

①
児
嶋　

進 

②
鍾　

孟
璁 

③
三
谷
豊
司 

③
西
海
健
悟 

①
宮
久
保
ひ
と
み 

②
宮
本
典
子 

③
田
熊
美
紀 

①
八
木
信
彦
・
安
永
孝
之

②
吉
村
俊
雄
・
飯
田
征
輝

③
南　

昌
克
・
千
歳
章
倫

③
北　

雅
至
・
猪
浦　

久

市役所地下消費生活センター
（☎内線770・785／毎週月～金
曜10時～16時／祝日は休み）

に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

国
土
交
通
省
は
「
原
状
回
復
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
原
状
回
復
の
費
用
負
担
な
ど
に

つ
い
て
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
の
一
般
的
な
基
準
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
借
主
が

通
常
の
清
掃
を
し
て
い
れ
ば
、
退

去
時
に
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代

を
負
担
す
る
必
要
は
な
い
と
あ
り

ま
す
。
特
約
通
り
に
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
賃
貸
借

契
約
書
に
具
体
的
に
負
担
す
る
金

額
な
ど
が
書
か
れ
、
説
明
を
受
け

た
借
主
が
そ
の
内
容
を
理
解
し
、

合
意
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

タ
バ
コ
の
ヤ
ニ
に
つ
い
て
は
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
、
変
色
す

る
ほ
ど
の
汚
れ
は
「
通
常
の
使
用

に
よ
る
結
果
と
は
い
え
な
い
も
の
」

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
。
ま
た
、
経
過
年
数
に
よ
る

負
担
割
合
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
相
談
者
に
は
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
参
考
に
交
渉
し
て
み
る

よ
う
伝
え
ま
し
た
。

　

退
去
時
に
は
、
貸
主
や
管
理
会

社
と
立
ち
会
い
、
入
居
後
に
つ
け

た
汚
れ
や
傷
を
一
緒
に
確
認
し
ま

し
ょ
う
。
納
得
が
い
か
な
い
場
合

は
し
っ
か
り
と
話
し
合
う
こ
と
が

大
切
で
す
。

【
相
談
】
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
を
引

っ
越
す
こ
と
に
な
っ
た
。
契
約
書

の
特
約
に
は
「
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
代
は
借
主
負
担
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
？
ま
た
、
家
族
に
喫
煙
者

が
い
て
、
壁
紙
が
黄
ば
ん
で
い
る

が
、
張
り
替
え
も
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
？

【
ア
ド
バ
イ
ス
】
賃
貸
住
宅
を
退

去
す
る
際
、
借
主
に
は
「
原
状
回

復
義
務
」
が
生
じ
ま
す
。

　

原
状
回
復
と
は
、
入
居
時
の
状

態
に
戻
す
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
日
常
生
活
を
し
て
い
る

中
で
自
然
に
つ
い
た
小
さ
な
傷
や

汚
れ
、
時
間
の
経
過
に
よ
り
自
然

に
消
耗
し
て
い
く
も
の
を
超
え
た

部
分
に
つ
い
て
修
繕
す
る
と
い
う

も
の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
線
引

き
は
難
し
く
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因

市民体育課（☎内線 551）

▼
中
学
校
男
子
の
部
１
年
生

　
（
個
人
戦
）

市
政
ニ
ュ
ー
ス

市
政
ニ
ュ
ー
ス

賃
貸
住
宅
の
退
去
時
費
用

第47回市民体育

大会成績 10

知っておきたい

くらしの知識

▼
中
学
校
男
子
の
部
２
年
生

　
（
個
人
戦
）

▼
中
学
校
男
子
の
部
３
年
生

　
（
個
人
戦
）

▼
中
学
校
女
子
の
部
３
年
生

　
（
個
人
戦
）

▼
中
学
校
女
子
の
部
２
年
生

　
（
個
人
戦
）

▼
中
学
校
女
子
の
部
１
年
生

　
（
個
人
戦
）

▼
中
学
校
男
子
の
部（
団
体
戦
）

▼
中
学
校
女
子
の
部（
団
体
戦
）

▼
高
等
学
校
男
子
の
部
１
年
生

　
（
個
人
戦
）

▼
高
等
学
校
男
子
の
部
２
年
生

　
（
個
人
戦
）

▼
高
等
学
校
男
子
の
部

　
（
団
体
戦
）

▼
一
般
男
子
Ａ
の
部（
個
人
戦
）

▼
一
般
男
子
Ｂ
の
部（
個
人
戦
）

▼
一
般
女
子
マ
マ
さ
ん
の
部

　
（
個
人
戦
）

▼
一
般
男
子
の
部（
ダ
ブ
ル
ス
）

▼
一
般
の
部

ラ
グ
ビ
ー

卓
球
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　平成27年４月（４月診療分）から、精神障害者保健福祉手帳１級を所持している人に対し、
全ての疾患の入院及び通院等の保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成します。（全額で
はありません。）

　平成27年４月以降、医療機関等の窓口で支払われた保険診療にかかる医療費の自己負担額

　平成27年２月１日現在、精神障害者保健福祉手帳（１級）を所持している人（生活保護受給者は除きま
す。）へ「精神障害者医療費受給資格証交付申請書」を送付しますので、対象と思われる人は、必要事項を
記入し必要書類（下記②～⑤のコピーと⑥）を添付の上、社会福祉課障害福祉係まで返送してください。窓
口へ申請に来られる場合は、つぎの「申請に必要なもの」を持参してください。
　

①印鑑
②健康保険証
③銀行等の振込先のわかるもの（通帳・キャッシュカードなど）
④精神障害者保健福祉手帳（１級）
⑤自立支援医療受給者証（精神通院）※交付を受けている人のみ必要
⑥本人、配偶者、扶養義務者の平成26年度の課税証明書又は非課税証明書（平成26年１月２日以降天理市へ
　転入した人のみ必要）

・天理市に住所を有する人
・精神障害者保健福祉手帳１級を所持している人
・健康保険（国民健康保険、社会保険など）に加入している人
・所得制限額を超えない人
・生活保護を受給していない人
・福祉医療費助成制度を受給していない人

社会福祉課（☎内線728）

市
政
ニ
ュ
ー
ス

市
政
ニ
ュ
ー
ス

精神障害者医療費助成制度の拡充についての

お知らせ

　申請を受理した後、「精神障害者医療費受給資格証」を送付します。

　平成27年４月以降に県内の医療機関等を受診の際は、健康保険証と精神障害者医療費受給資格証を必ず窓
口で提示してください。支払われた保険診療でかかる費用の一部を、後日、指定口座に振り込みます。
☆県外の医療機関等を受診の際は、手続きが異なりますので社会福祉課障害福祉係までお問い合わせくださ
い。

助成の対象となる医療費

対象者

申請手続き

資格証の発行

助成方法

申請に必要なもの

つぎのすべての条件を満たす人
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　相談
 　 
のびのび相談（乳幼児の発達相談）
内　容　言葉が遅い、他の子どもとうまく遊べないなど、子育ての悩みに心理相談員が相談に応じます。
相談日　申込予約制
対　象　就学までのお子さんと保護者

健康相談（乳幼児～成人）
内　容　育児相談、栄養相談、身長、体重測定、健康づくりに関する情報提供、健康に関する心配ごとなど
　　　　保健師や栄養士が相談に応じます。
相談日　月～金曜日　９時～ 12 時、13 時～ 16 時

　お知らせ

健康づくりの友の会の運動教室体験会（初めて運動する方対象）
　運動不足だと感じる人、運動したいけどなかなかできない。そんなあなた！
この機会にぜひご参加ください。男性も大歓迎です。

日　時　３月 23 日（月）　13 時 30 分～ 15 時　　
場　所　保健センター
内　容　太極挙　　講師　松本　昌子氏
持ち物　バスタオル・フェイスタオル・飲み物
申込み　３月２日から（定員 30 名）　　

検診などの償還払いの請求は、３月 31 日までに
　平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの間に、受診された健康診査費用・予防接種費用などの請求は、
平成 27 年３月 31 日までとなっています。
　期限が過ぎると支払ができませんので、まだ手元に領収書などをお持ちの人は、早急に健康推進課へ請求して
ください。
　
該当事業
　
　①　県外の医療機関で受診された妊婦一般健康診査費用

　②　妊娠判定料（非課税・生活保護世帯の人）

　③　一般不妊治療費用

　④　大腸がん検診無料クーポン対象者のがん検診費用

　⑤　風疹ワクチン接種費用・県外予防接種費用

　⑥　高齢者インフルエンザ予防接種対象者で生活保護世帯の人

　⑦　乳がん・子宮がん検診無料クーポン対象者のがん検診費用

　⑧　高齢者肺炎球菌予防接種の対象者で生活保護世帯の人
　
※助成を受けるには、いろいろな必要書類などがありますので、問い合わせてください。

　 　４月 天理市立休日応急診療所　（☎63-3257）

診療科目　内科・小児科　　
診療日時　５日（日）・12 日（日）・19 日（日）・26 日（日）・29 日（水）／ 10 時～ 16 時
持 ち 物　健康保険証、後期高齢者医療被保険者証（75歳以上の人）、受給資格証（福祉
　　　　　医療制度の対象者）　

すこたら侍　　　健犬
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